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【表１】市・県民税の申告が必要か確認しましょう 

平成22年１月１日に一関市に住所がありましたか？

平成21年中に収入がありましたか？（※１）

あなたは給与所得者ですか？

勤務先から一関市に給与支払報
告書が提出されていますか？
（不明な場合は、勤務先にお問
い合わせください）

スタート！！

市・県民税の申告が
必要です！

年末調整で控除にとり忘れ、記入漏れなどがあり
ますか？または、医療費控除、寄附金控除などを
受けますか？

勤務先から支給された給与の
ほかに所得がありますか？

税務署から申告書が送付さ
れていますか？

税務署で確定申告をし
ますか？（※３）

次のどれかに当ては
まりますか？
①20歳以上の国民健
　康保険加入者とそ
　の世帯主
②所得・課税証明が
　必要な人
③その他、申告する
　特別な事情がある
　人

（※１）
遺族年金、障害年
金などは収入に
含まれません。

（※２）
65歳未満の人は、
980,000円以下の
年金。65歳以上の
人は、1,480,000円
以下の年金。

（※３）
青色申告の人は、
税務署で申告を
してください。青
色以外の人でも、
申告の内容によっ
ては、税務署に案
内する場合があり
ます。

（※４）
確定申告をした人
は、市・県民税申告
をする必要はあり
ません。

平成22年１月１日に現在、住んで
いた市区町村に確認してください。

市・県民税の申告をする必要
はありません。

税務署で確定申告をし
てください。（※４）

収入は少額年金（※２）のみ
ですか？

給与所得以外の所得金額が
20万円を超えますか？
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